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１ごあいさつ
安全報告書の発行にあたって

野岩鉄道会津鬼怒川線は、会津地方と首都圏を直結する地方幹線鉄道新設により交通の

不便性の解消と点在する観光地、温泉地の開発を目的に南会津地域、父祖３代の悲願が叶

い昭和６１年１０月、日本で最初の第三セクター鉄道として開業し、平成１９年で開業

２１年を迎えました。

初代社長（松平勇雄福島県知事）の信念のもと社是として「安全・確実・親切」をもっ

とうに「鉄道輸送の安全」を最優先にして取組み、今日まで無事故で推移してまいりまし

た。 
しかしながら昨年５月、酒気帯び乗務があり、鉄道の安全輸送への信頼失墜を惹き起こ

し、以後従事員に対する資質管理の強化を図るとともに飲酒検知器を導入し再発防止に取

組んでおります。

今後とも、公共輸送機関として失った信頼を回復すべく、この教訓を忘れることなく、

全従事員に対し安全を最優先する意識の徹底を強化してまいります。

一方国土交通省に於いて、運輸業に於ける安全輸送を確保するための取組みを図るため、

鉄道事業法改正にともない野岩鉄道では、平成１８年１０月１日「安全管理規程」を制定

し、役員から従事員まで安全を最優先する意識付けを定着させ、公共交通機関としての信

頼の確立に向け邁進しております。

本報告書は、鉄道事業法第１９条の４に基づき、野岩鉄道が取組んでまいりました現在

までの輸送の安全を確保するための施策について、皆様にご理解いただくために作成いた

しました。

厳しい経営環境の中、ハード面の諸施策には限界がありますが、資質管理・教育・訓練

などのソフト面での施策の充実を図ってまいりますので、今後とも皆様からの忌憚のない

ご意見・ご感想をいただきたくお願い申し上げます。

野岩鉄道株式会社

代表取締役社長 星 光芳
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２安全を確保するための基本方針
２－１ 安全に関する基本的な方針

および安全に係る行動規範

野岩鉄道では、安全に関する基本的な方針および安全に係る行動規範として、平成１８年１０

月１日に制定した「安全管理規程」に於いて、次のとおり定めております。

（１） 安全に関する基本的な方針

当社は「安全・確実・親切」の社是の精神に基づき、社長及び役員は勿論、従業員各自

が安全を最優先する安全意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、鉄

道施設・車両等の整備点検しこれらを取扱う社員の資質の向上を図り、これを調和させ輸

送の安全を確保する。よって安全性をより一層向上させお客様が安心してご利用いただけ

る体制作りに努めます。

（２） 安全に係る行動規範

社長、役員及び社員の安全に係る行動規範は運転安全規範に定めるほか、次による。

① 一致協力して輸送の安全の確保に努めます。

② 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これを遵守し厳

正忠実に職務を遂行します。

③ 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。

④ 職務の実施に当り、推測に頼らず、慣れにおちいらず、確認の励行に努め疑義のある

時は、最も安全と思われる取扱いをします。

⑤ 事故、災害が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処

置をとります。

⑥ 情報は漏れなく、迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

⑦ 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。

２－２ 安全への取り組み 

安全管理規程に定めた安全に関する基本的な方針および安全に係る行動規範に基づき、全社員

に安全第一とする意識の確立と関係法令等の遵守の徹底に努めてまいります。

野岩鉄道では、昭和６１年１０月９日開業以来、人的ミスに起因する事故は発生しておりませ

ん。今後ともお客様が安心してご利用いただくためにも、「重大事故・重大インシデント」は勿

論のこと人的ミスに起因する事故、ゼロを目標に努力してまいります。
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３安全を確保するための管理体制と方法
３－１ 安全確保するための管理体制
野岩鉄道では、平成１８年１０月に鉄道事業法の一部改正する法律が施行されたことにより、

輸送の安全を確保するために遵守すべき事業運営の方針、事業の実施及び管理体制・方法を定め

ることにより、安全管理体制を確立し輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的として、

「安全管理規程」を制定いたしました。よって同規程には、輸送の安全を確保するための基本方

針、行動規範のほか、社長が選任した安全統括管理者のもと、輸送事業における安全の確保に関

する体制、責任者の役割、権限等について定めております。

安全管理体制図

社 長

役 員

安全統括管理者 経営管理者

（鉄道部長） （総務部長）

鉄道部長

運転管理者 車両管理者 施設管理者

（運輸課長） （運輸課長） （施設課長）

乗務員指導管理者

（駅務区長）
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３－２ 主要管理者の責務
（１） 社長の責務

社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責務を負い、主に下記事項を行う。 
① 輸送の安全を確保するための運輸事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、運輸事

業の実施及び管理の方法を定める。

② 輸送事業の遂行に当たり、設備、輸送、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定に関

して適切な管理責任者を配置し、安全性及び実現可能性の観点からの検証を行わせる。

③ 輸送の安全を確保するため、輸送事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行う。 
④ 安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。

⑤ 事故・事故のおそれのある事態・災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある

事態の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を

定め、社員等に周知、徹底をする。

⑥ インフラ設備等について、必要な措置が講じられるよう関係行政機関に要請を行う。 

（２） 安全統括管理者の責務

安全統括管理者は、輸送の安全確保に関し、下記に掲げる責務を有する。

① 鉄道施設・車両・運転取扱いの安全性及び相互の部門間の整合性を確保するとともに、安

全確保を最優先し輸送業務の実施及び各管理部門を統括管理すること。

② 社員等に対し、輸送の安全に関する法令及び関連する規程等の遵守と安全第一の意識を徹

底させること。

③ 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時確認を行い、必要な改善の処置を講じるこ

と。 
④ 輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し社長または役員その他必要

な責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べるこ

と。 
⑤ 輸送の安全の確保に関し、事故、災害等その他必要な情報を収集し、運転管理者その他必

要な責任者にこれを周知または必要な指示を行うこと。

以上の事項について、会社全体を見渡し、安全推進体制の確保強化に取組んでおります。

３－３ 安全を確保するための管理方法
野岩鉄道では以下のような安全管理方法によって、安全推進体制の確立に取組んでおります。

（１）運転事故防止対策委員会

当社では、運転事故防止・災害防止・テロ対策等について、２カ月に１回「運転事故防止

対策委員会」を開催しております。同委員会は、安全統括管理者である鉄道部長を委員長と

し各部の責任者及び関係管理者が出席し安全に係るすべての事項について、計画・対策・評

価・見直し等の審議をし、安全対策に取組んでおります。

（２）部課長会議

本会議は、社長、役員、常勤監査役も出席するとともに各部課の係長以上の責任者が出席

し、月１回開催しております。同会議は会社としての経営方針、営業方針等も含め審議する

ほか、各部門からの業務関係・職場環境等情報報告の中で職場内で発生するいわゆる「事故

の芽」「インシデント」事例等について審議し、その場で見直し改善できる事項や時間・経

費を要する事項等について経営トップの判断をあおぎながら実行にうつし、輸送の安全確保

を図っております。
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（３）「輸送の安全」総点検運動

当社では、夏季及び年末年始期の年２回、繁忙期に於ける事故防止体制とテロ対策確立

を図り輸送の完遂を期するため、「輸送の安全」総点検運動を実施しております。本運動に

おいては、各部門が実施項目を設定し、日常作業における慣行、手抜き、基本動作の不履

行等「事故の芽」対策のチェック点検を行っております。

（４）経営トップによる実作業の確認と現業職場巡回及び訓示

年２回実施される「輸送の安全」総点検運動期間中、経営トップ及び取締役が現業職場を

巡回し、運転事故防止と安全意識の徹底を図るとともに通常業務に対する慰労と協力及び実

作業の確認を行っております。

（総点検 職場巡回社長訓示） （総点検 トンネル内巡回）

（５）継続的な安全性の向上

原則２カ月に１回開催される「運転事故防止対策委員会」、また社長が出席し、毎月開催

される「部課長会議」で審議される会社経営計画、施設整備計画、業務運営計画、従業員の

教育訓練、輸送の安全対策等については

計画（Ｐｌａｎ） 実施（Ｄｏ） 評価（Ｃｈｅｃｋ） 見直し（Ａｃｔ）
のサイクルについて、会社全体計画で裏打ちされた予算または教育計画案の実施項目につ

いて、計画された事項がＰＤＣＡサイクルどおり推進されているかを上記委員会・部課長会

議で報告、検証し継続的な安全性の向上に努めております。

部課長会議 運転事故防止対策委員会
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輸送の安全の確保に係るＰＤＣＡサイクル

Ｐ 計画

「各種安全施策」「事故防止対策」の 
計画・作成・予算化

計 見 計

画 直 画

Ａ さ し 運転事故防止対策委員会 さ

れ 改 部課長会議 れ Ｄ

見 た 善 Ｐ Ｄ Ｃ Ａを推進する車両 た

直 安 安 実

し 施 全 施

改 策 Ｃ 評価 施

善 の 策

チ 計画を具体化された施策が計画どおり進 の

ェ 捗し又有効に作用、運用されているのか 実

ッ 行

ク

３－４ 安全管理体制の充実を図るために
当社では、今般の鉄道事業法の改正に伴い、安全管理体制を明確化し輸送の安全に対する組織

の一層の強化を目的とする「安全管理規程」の制定、作成にあたり、規程内容の充実、関係法令

の遵守の徹底を図るため、次の項目について改善を図りました。

「輸送の安全」についての不断の取組みが規程されたことにより、安全管理体制をより充実す

るため、従来の運輸部門から営業部門を分離し運輸部門の専門化を図りました。

乗務員の資格要件の管理における乗務員の身体機能、精神機能、知識技能について厳格な適合

条件をすべて「鉄道業務従事員の教育及び訓練に関する基本規定」及び「実施要綱」について見

直しを図りました。

年間の業務計画についてよりＰＤＣＡサイクルを意識し取組むことといたしました。

また、「安全管理規程」の制定にともない、安全管理規程に記載された安全管理体制の運用状

況を国が確認する「運輸安全マネジメント評価」について去る平成１９年７月３日～６日までの

４日間、関東運輸局による「運輸安全マネジメント評価」及び「保安監査」が実施されました。

これに伴い評価、監査結果を踏まえ、指摘事項については、早々改善見直しを図ります。

今後とも、引き続き安全に関するマネジメントの考え方や安全管理規程の主旨を充分に理解し、

安全に関する対策、情報の展開、改善、見直しを図りながら業務がスムーズに推進できるよう実

施してまいります。
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４鉄道事故等について
２００６年度に野岩鉄道で発生した鉄道事故等は、４－１輸送障害のとおりです。また以下の[鉄

道事故等の種類]記載した鉄道運転事故は無く、輸送障害が９件でした。なお、その他の電気事故、

インシデント（鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は発生していません。

[鉄道事故等の種類]
（１）鉄道の事故

① 鉄道運転事故

列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、道路障害事故、鉄道人身

障害事故、鉄道物損事故

② 輸送障害

鉄道による輸送に障害を生じた事態で、鉄道運転事故以外のもの

③ 電気事故

（２）災害

（３）インシデント

閉そく違反、信号違反、信号冒進、本線逸走、工事違反、車両脱線

施設障害、車両障害、危険物漏洩

※詳細は国土交通省令[鉄道事故等報告規則]をご参照ください。

４－１輸送障害
野岩鉄道で２００６年度に発生した輸送障害は、９件です。原因は自然災害、設備の故障な

ど、第三者による事故などとなっています。原因別の発生件数は以下のとおりです。

なお、自然災害の落石等に対しては、落石検地装置を設置して対応しています。

輸送障害の原因別の件数と内訳

輸 送 障 害 ９ 件

第三者による事故６件（67％） 自然災害３件（33％）

４－２運転を見合わせた時間
以上の輸送障害にともない、２００６年度に運転を見合わせた時間を上記の原因で分けると以

下のとおりです。

運転を見合わせた時間の原因別の件数と内訳

総 時 間 ５ 時 間 １９ 分

第三者に

よる事故 自 然 災 害

３３(１0％)ふ ４時間４６分 (90％)
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５安全への取り組み
野岩鉄道では、安全性向上施策、職員教育、安全活動、緊急時対応訓練、鉄道テロ対策、列車妨

害対策など、様々な安全への取り組みを実施し、事故・災害の未然防止、被害の最小化を図るため、

常にたゆまぬ努力をしております。今後も、引き続きお客さまや沿線の皆さまのご協力をいただき

ながら、さらに安全性の高い鉄道会社を目指します。

以下に、野岩鉄道が２００６年度に実施した主な安全への取り組みについて紹介いたします。

５－１ 重点安全施策
野岩鉄道では、安全性向上のための、踏切道の安全対策、駅の安全対策、軌道の安全対策、防

災対策を重点的に実施しました。引き続き、２００７年度も安全性向上に努めます。

以下に、踏切、駅および軌道、防災に関する安全対策について紹介します。

（１）踏切の安全対策

踏切の安全対策については、踏切道に通行者用の滑り止めを設置し、転倒防止対策をしてい

ます。

（転倒防止のスベリ留め） 
（２）駅の安全対策

①駅ホーム笠石

お客さまが足を滑らしてケガおよびホーム下に転落しないようにコンクリート制の笠石か

らアスファルト舗装に変更しています。

アスファルト舗装（下り方） アスファルト舗装（上り方） 
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（３）軌道の安全対策

①マルタイ（自動道床つき固め車両）の運行および除雪車運行

お客さまに安全・快適に乗車していただくために、マルタイによる軌道整備（道床のつき

固め）を実施しています。また、降雪時には除雪車で除雪を実施し、列車の運行の安全を図

っています。

（マルタイ） （除雪車）

（４）防災対策

①落石対策

これまで落石対策として、落石防止網、落石防止柵等を設置してきましたが、会津鬼怒

川線中三依温泉駅～上三依塩原温泉口駅間には、安全対策として落石検知装置を設置いた

しました。この装置は、線路沿いの崖などからの落石を検知すると、運転指令に知らせる

と同時に、落石を知らせる表示装置が付近を走行中の列車に落石を知らせ、列車を緊急停

車させるものです。

検知ケーブル

表示装置

（現地落石検知装置） （落石検知表示装置）

②地震対策

新藤原駅構内にある地震計により震度を把握し、地震計の震度に応じて運転規制を行な

っています。

（地震計本体） （地震計震度表示装置）
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③強風対策

野岩鉄道は、高架線がほとんどであり、強風を受けやすいため風速計で把握し、風速に

応じて運転規制や運転の見合せを行っています。また、施設区員が日常の点検等において、

線路沿いの樹木が強風等で倒れ、列車の運行に支障がある場合はもちろんその他、倒木によ

り列車の運行に支障が出る恐れがあるところを発見したときは、樹木の所有者にご協力をい

ただきながら、樹木の伐採を行なっています。

（三杯風速計） （風速計表示）

５－２ 国土交通省令等の改正にともなう取り組み 
｢鉄道に関する技術上の基準を定める国土交通省令等の一部改正｣(2006年 7月 1日施行)にとも
ない、野岩鉄道では以下の取り組みを実施しています。

１ 運転士異常時列車停止装置

※運転士の異常時に列車を自動

的に停止させる装置です。

全編成に設置してまいります。

２ 運転状況記録装置

※運転中の状況（速度やブレーキ

の状況等）把握するための記録

装置です。

全編成に設置してまいります。

３ 飲酒や薬物を使用した状態で

の運転禁止

運転士と車掌は、出勤時に全員に対して、

アルコール検知器で酒気をおびていない

ことを確認しています。

10 



５－３ 安全活動
（１）KYT(危険予知トレーニング)活動

鉄道部次長の講師による｢業務災害等の防止を目的とした安全教育｣を野岩鉄道全現業職

員に実施しています。

これは、危険に対する感受性を高めることおよび危険予知能力を向上させることにより、

普段の行動の中に潜む｢危険要因の先取り｣を身に付けることで、職種を超えた全員が｢安全

に対する共通の認識｣を持つことです。また、ヒューマンエラーによる事故や災害を未然に

防ぐことを目的としています。

安全教育

（２）その他

①線路内の作業における社員の安全確保

職員が、線路内および線路に近接する作業にあたる際は、安全ベスト(V字型の蛍光色を配
したベスト)を着用し列車からの視認性向上を図るなど、安全性を確保しています。

（安全ベストの着用） （列車接近了解合図）
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②アルコール検知器の使用

昨年５月当線区内において、酒気帯び乗務があり、多大なご迷惑をおかけしました。

直ちに従業員の資質管理の徹底を図り、尚且つ勤務を控えての飲酒禁止の徹底と運転士及び

車掌には出勤時にアルコール検知器を使用して、再度乗務前の確認を実施しております。

（アルコール検知風景） （アルコール検知器）

５－４ 緊急時対応訓練
野岩鉄道では、緊急時に対応するため様々な訓練を実施しています。

訓 練 名 内 容 実 施 日 実施場所

異常時総合訓練 車両故障時および

テロ対応

２００６年

１１月２８日

新藤原駅構内および

本社前

発災対応訓練 大規模地震発生時の

対応

２００６年

９月１日 
男鹿高原駅～上三依

塩原温泉口駅間

野岩・会津鉄道合同

異常時訓練

転てつ機故障時の

対応

２００６年

８月３１日

会津荒海駅構内

野岩・東武鉄道合同

異常時訓練

信号機故障時の対応 ２００６年

６月１６日

新藤原駅～

鬼怒川公園駅間

ＪＲ合同異常時訓練 踏切事故時の対応 ２００６年

５月１８日

西若松駅～

会津坂下駅間

異常時合同訓練では、落雷による信号機故障などを想定し東武鉄道・会津鉄道と連絡を密に

して、転てつ機の手回し訓練や信号機故障による代用の手信号訓練を実施、さらに発災訓練で

は大規模地震発生を想定しての落石対応やレール点検訓練などを実施しました。

（指令との打合せ） （当務駅長より指導者を受取る）（転てつ機の手回し訓練）
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５－５ 鉄道テロ対策
野岩鉄道では、様々な鉄道テロ対策に取り組んでいます。

（１）目に見える鉄道テロ対策

①防犯カメラの設置

防犯カメラを設置して駅事務室にてモニターで監視しています。

②不審物の発見等に関するご協力お願い放送等

駅構内や列車内において、不審物の発見等に関するご協力をお願いする掲示や放送など

を行なっています。

③｢警戒中｣腕章着用で点検

｢警戒中｣と記した腕章を着用し、警戒態勢を敷いていることが見える形で巡回警備を

行っています。

（防犯カメラ） （駅モニター） （車内点検）

５－６ 列車妨害対策
列車の運行を妨害する行為には、線路への置石おび物の放置・列車への投石・車両への落書き

などがあります。

このような行為は、列車往来危険、器物損壊罪などの犯罪行為で列車の安全運行をおびやかす

ものであり、場合によっては車内のお客様がけがをされることもあります。

今後も、関係警察と連携して防止に取組むとともに警備等の巡回の強化を行っていきます。

（立入禁止標） （屋外防犯カメラ）

※ 野岩鉄道からのお願い 

線路内に物を置いたり、電車に物を投げるところや車両に落書きするところを見かけ

ましたら、最寄の駅や新藤原駅または野岩鉄道本社にお知らせください。
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６ご利用のお客さま、沿線の皆さま、
関係者の皆さまとともに

野岩鉄道では、地元自治体・警察・消防とともに協力して事故防止を図っています。また、ご

利用のお客様、沿線の皆さまへのＰＲ活動をすすめています。

６－１ ご利用のお客さま、関係者の皆さまへのＰＲ活動
（１） 春・秋の全国交通安全運動への参加

① お客様へのＰＲ活動

期間中、駅および本社に交通安全横断幕の掲出、また、踏切道には交通安全ののぼり

旗を設置する他、適宜車内および駅にて期間中、ＰＲ放送を行っています。

（交通安全のぼり旗）

② その他

沿線小学校へは、列車妨害（線路置石）防止の啓蒙活動を行っています。

６－２ 関係者の皆さまとの協力体制
（１） 異常時総合訓練における外部機関との連携

野岩鉄道は、毎年１回異常時総合訓練を実施しています。これは、地元消防署や警察

署と協力して訓練を実施するもので、不審物・不審者などテロによる事故・急病人発生

時および酔客の対応法など実践的に訓練し知識、技能の向上を目的としています。

（警察との実践訓練） （異常時総合訓練）
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６－３ ご利用のお客様へのお願い
野岩鉄道から、ご利用のお客様へ、電車を安全・安心にご利用いただくためのお願いがありま

す。

（１）ホームでのお願い

①列車に乗車される時は 駆け込み乗車はおやめください！

転倒・転落事故につながるだけでなく、発車間際の駆け込み乗車は、列車の遅れの原因

となり、ご乗車されているお客さまのご迷惑にもなります。列車の安全運行にご協力くだ

さい。

②ホームを歩くときは 黄色い線の内側をお歩きください！

ホーム歩行時に黄色い線の内側を歩行してください。

ホームの端を歩くことにより、列車との接触事故や、ホーム下転落につながる恐れがあ

ります。

（２） 車内でのお願い

電車は安全確保のため、やむを得ず急停車することがあります。電車にご乗車の際は、

座席にお座りになるか、手すり・つり革におつかまりください。

ベビーカーをご利用のお客様は、ベビーカーは急停車のときに動いたり転倒する恐れが

ありますので、ストッパーをかけベビーカーから手を離さないようにご注意ください。混

雑した車内では他のお客様のご迷惑とならないよう、ベビーカーを折りたたんでいただき

ますよう、ご協力ください。

また、非常の場合は、車内の非常報知器の赤いボタンを押してください。

（車内の非常報知器）
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（３）踏切でのお願い

①警報機が鳴り始めた時は 踏切内に入らないでください！

警報機が鳴り始めたら、電車が直ぐ近くにきています。危険ですから電車の通過を待っ

て、安全を確かめてからお渡りください。

②万が一、車が踏切内に閉じ込められた時は 遮断桿（しゃだんかん）を車で押して脱

出してください！

（電車が直ぐ近くです） （入ってしまったら車でそのまま押してください）

③踏切およびその付近で異常を発見した時は 非常ボタンを押してください！

押ボタン式踏切支障報知装置（非常ボタン）が設置してある踏切では、すぐに非常ボタ

ンを押してください。

（踏切用非常ボタン）

（４）業務用ビニールなどの架線への飛来防止のお願い

業務用ビニールなどが強風で飛ばされて架線に絡むと列車の運行に支障が生じます。

業務用ビニールなどは風に飛ばされないよう保管、管理してください。

（５）迷惑行為に対するお願い

お客さま同士の喧嘩などの暴力行為、痴漢など迷惑行為を見かけた場合は、駅係員、乗務

員にお知らせください。

電車を快適にご利用していただくため、お客様のご協力をお願いします。
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７安全報告書へのご意見や列車のご案内
列車の運行状況、時刻、運賃や沿線情報などに関しては野岩鉄道ホームページまたは、野

岩鉄道本社にお問合せください。また、本「安全報告書」に関するご意見・ご要望につきま

しても、今後の参考にさせていただきますので、ぜひともお寄せくださいますようお願いい

たします。

野岩鉄道に関するお問い合せ 

野岩鉄道本社 ＴＥＬ ０２８８－７７－２３５５

（受付時間 ８：５０～１７：３０）

野岩鉄道ホームページ http://www. yagan .co.jp 
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